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幡羅高等小学校の「家庭心得」について～その２ 

校長  清水 利浩 

弥藤吾の観清寺にかつてありました幡羅高等小学校が、明治

３１年４月に、生徒保護者あてに出した通知に『家庭心得』の

「生徒保護者への御注意」があります。この通知は、今から１２８

年前の明治３１年（１８９８）に出されたものですが、ここに書か

れている内容は、現在のお子様の教育[子育て]にも変わらず大

切なことであると考えます。本校は、この教えを今の学校教育に

生かして、家庭・地域と協働して、教育活動を進めてまいります。

７月１２日発行の『学校だより』第１０号に引き続き、今回は、第

２弾として３つの項目（ほめる・しかる）と（家庭学習への支援）、

（保護者の登校）を紹介いたします。 

一、 学校では、悪いことをした時は、あやまちを繰り返さな  

いようにさせることはもちろんですが、良いことをした時  

は、必ずこれをほめるようにしますので、ご家庭でも同じようにしてください。 

一、 お時間がありましたら、今日の道徳の時間では何を勉強したのか、国語の勉強は何をしたのか、

作文は何をしたのか、数学は何をしたのか、お子様におたずねください。もし、お子様がその答えに

困るようでしたら、それはしっかりと身に付いていないので、ご指導ください。どうしても納得がいか

ないような答えの時は、ご面倒でもその様子を学校へお知らせください。 

そして、３つ目です 

一、 卒業証書授与式や学校の儀式の日はなるべくご都合をつけて学校へおいでください。  

本日の１，２年生の授業参観と学級懇談にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。本校の

卒業式は、３月１６日です。今年度、PTA 活動をはじめ、本校の教育活動にご理解とご協力を賜り、あ

りがとうございます。 

＜参考＞ ○ ７月１２日発行の『学校だより』第１０号は、右のQRコードから、又は本校のホームページに掲載しました 

○ 幡羅高等小学校は、明治２１年から明治４４年まで、学区内の弥藤吾にある観清寺にありました。 

○ 幡羅高等小学校は、『妻沼町誌』（１９７７年３月発行）に次のように示されています。 

   「学制」が制定発布以来、「教育令」「小学令」が公布され、小学校教育制度の確立にともない、各村は連合して尋常小学校を

設置したが、高等小学校を併設するまでには至っていなかった。そこで時の埼玉県知事吉田清英は、明治２１年２月２４日、幡羅

郡第一学区から第十一学区をもって高等小学校の設置区域とし、設置位置を弥藤吾村とする旨、県令乙第二十四号をもって指令した。かくして、同年４月２

日、弥藤吾村の観清寺本堂を校舎に充用して「幡羅高等小学校」が設置されたのである。幡羅高等小学校 郡長管理の所、町村制実施の結果として、組合

共同事業となり、（中略）この区域となれり。幡羅郡  妻沼村、弥藤吾村、幡羅村、奈良村、男沼村、別府村、太田村、明戸村、長井村、秦村、玉井村。 

○ 口語訳など、野原晃先生 「『幡羅高等小学校』の教育に学ぶ」平成２３年発行、を参考にしました。 
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妻沼西中学校回答 

※肯定的回答上位２つの合計値（少数以下四捨五入） 

※熊谷市の平均値以上のものは塗りつぶしてあります。 

内容  1年生 2年生 3年生 

朝ごはんをしっかり食べる。 保護者 ９３％ ９７％ ９７％ 

生徒 ９５％ ９０％ ９０％ 

呼ばれたら「はい」と元気よく返事をする。 保護者 ９１％ ９７％ ９４％ 

生徒 ９４％ ９３％ ９９％ 

「ありがとう」「ごめんなさい」と言う。 保護者 ８７％ ９４％ ９１％ 

生徒 ９７％ ９８％ １００％ 

友だちをたくさんつくる。 保護者 ９１％ ８８％ ８４％ 

生徒 ９４％ ９０％ ９８％ 

テレビの時間を減らします。 保護者 ６８％ ６３％ ８４％ 

生徒 ６３％ ８５％ ８６％ 

ゲームの時間を減らします。 保護者 ４５％ ６０％ ７６％ 

生徒 ６７％ ５９％ ７０％ 

スマートフォン・携帯電話やパソコンに触れる時間を減

らします。 

保護者 ４１％ ３３％ ３９％ 

生徒 ４６％ ３４％ ４３％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結果の概要説明 

『４つの実践』につきましては、どの実践も肯定的な回答の割合が高いです。特に「朝ごはんをし

っかり食べる」は保護者が９６％、生徒が９２％となっています。朝ごはんをしっかり食べることと

学力には相関関係があると言われています。継続して実践していきましょう。 

また、『３減運動』につきましては、スマートフォンの所持率が高い傾向にあります。そのため使用

時間が、増加傾向にあります。保護者が子どもと一緒に「使用しない時間」を決めるなど、「大人が手

本となって」使用方法について考えてみてはいかがでしょうか。上手に使用できるようご協力をお願

いいたします。 

熊谷市では,「熊谷の子どもたちは、これができます！『４つの実践』と『３減運動』」に積極的に

取り組んでいます。本取組について、アンケートのご協力ありがとうございました。アンケートの結

果をお知らせいたします。 

妻沼西中学校学校だより 

 令和７年度「熊谷の子どもたちは、これができます！ 

『４つの実践』と『３減運動』に関するアンケート号 
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